
台風等の場合における教育学部分館の休館について 

平成 26年 2月 18日承認 （第 4回）教育学部分館図書委員会 

 

京阪電車、京阪バス（２社とも）またはＪＲ西日本（大阪・米原間）がストライキ等のた

め運休した場合、もしくは、滋賀県南部（大津市南部、草津市、守山市、栗東市、野洲市、

近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、甲賀市、湖南市のいずれか）に暴風警報または

特別警報（大雨、暴風、暴風雪）が発令された場合、附属図書館教育学部分館は臨時休館

します。 

なお、交通機関が運行し、または警報が解除された場合の取扱いは以下の通りです。 

 

1. 平日（授業が開講される祝日を含む） 

7:00までに運行し、または解除された場合 ： 通常通り開館します。 

10:00までに運行し、または解除された場合 ： 解除後 1時間をめどに開館します。 

 

2. 土曜・日曜 

7:00までに運行し、または解除された場合 ： 通常通り開館します。 

 

その他、特殊な事情により、上記以外に開館の遅延または休館となる場合は、その都度掲

示します。 


